
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年３月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年２月１６日 ０７時０３分ごろ 

発生場所 北海道羅臼
らうす

町羅臼灯台から真方位１７４°３.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４３°５８.３′ 東経１４５°１３.８′） 

事故調査の経過  平成２２年９月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 第三十三千代
ち よ

丸、１９トン 

   ＨＫ２－２１３６７（漁船登録番号）、有限会社カネ石石田水産 

   １７.８４ｍ（Lr）×４.１３ｍ×１.４９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１.９５kＷ、昭和６３年９月 

Ｂ 漁船 第五十三寶来
ほうらい

丸、１９トン 

   ＨＫ２－２０２３４（漁船登録番号）、有限会社丸宝魚津漁業 

   １７.４９ｍ（Lr）×４.０７ｍ×１.５３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５５８.９８kＷ、昭和６１年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免 許 登 録 日 昭和５３年９月１日 

    免許証交付日 平成１９年４月５日 

           （平成２４年９月２４日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ５４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免 許 登 録 日 昭和５３年８月１８日 

    免許証交付日 平成１９年４月５日 

           （平成２４年８月６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船首部に凹損、曲損、破口及び擦過痕並びに船首部マスト曲損等 

Ｂ 船首部に凹損、曲損、破口及び擦過痕並びに船首部マスト曲損等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、すけとうだら刺網漁の目的で、漁

場移動のため、自動操舵により針路約０１０°（真方位、以下同じ。）、速

力約８.５ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で北進していた。船長Ａ

は、魚群探知機の映像を見ながら魚群探索を行っていたところ、衝撃を感

じ、Ｂ船の存在に気付いた。 

 

Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、すけとうだら刺網漁の目的で、漁
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場移動のため、自動操舵により針路約１９０°、速力約８kn で南進してい

た。船長Ｂは、魚群探知機の映像を見ながら魚群探索を行っていたとこ

ろ、衝撃を感じ、Ａ船の存在に気付いた。 

両船は、平成２２年２月１６日０７時０３分ごろ、羅臼灯台から１７

４°３.９Ｍ付近において、Ａ船船首部とＢ船船首部とが衝突した。 

 両船は、自力で羅臼漁港へ帰航した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１ｍ 

 その他の事項  本事故当時、両船の他に付近を航行している船舶はいなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、羅臼漁港南方沖を北進中、Ｂ船は、同

沖を南進中、船長Ａ及び船長Ｂが、いずれも魚群

探知機の映像を見ながら魚群探索に意識を集中

し、見張りを行っていなかったため、船首方から

接近する相手船に気付かなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、羅臼漁港南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が南進中、両

船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 




